
意見
番号

ご　意　見　の　概　要
該当する

ページ／条項
件数 御意見に対する市の考え方 修正等の対応

1

第１章（２）計画の位置づけに、埼玉県条例
「埼玉県障害のある人もない人も全ての人が
安心して暮らしていける共生社会づくり条
例」、「埼玉県手話言語条例」を掲載してほ
しい。

2ページ／（２）計画の
位置づけ

1

本計画の位置づけにつきましては、
本計画を策定することが位置づけら
れている法律、条例のみを掲載して
おります。

素案のとおりと
します。

2

第１章２（１）基本目標３①意思疎通を図る
ことに支障がある障害者に対する施策につい
て、手話通訳者だけではなく、要約筆記者や
盲ろう者向け介助員派遣も含まれていること
がわかるように記載してほしい。

10ページ／（２）計画の
位置づけ

1

ご指摘のとおり、記載内容を「～、
手話通訳の派遣や～」から、「～、
手話通訳等の派遣や～」に修正いた
します。

素案を修正しま
す。

3

精神障害者が地域で暮らしていくためには、
精神障害に対する偏見を解消する必要があ
る。幼少期からの教育に取り組むとともに、
不動産関係者や支援機関、住民などに対し、
差別や偏見をなくしていく施策が必要。

63ページ／基本施策
（１）障害者の権利擁護
に関する周知啓発及び理
解と交流の促進

2

いただいたご意見を踏まえ、教育委
員会と連携し、学齢期から障害につ
いて理解してもらう取組をより一層
推進するなど、精神障害者をはじめ
とした障害のある方に対する理解促
進を図ってまいります。

素案のとおりと
します。

4

子どもの数は減っているのに、障害者の数は
年々増加しており、不安を抱えている保護者
の方は多いのではないか。また、苦手なこと
を障害と名付けて支援を進めることは、無意
識的な差別につながる危険がある。

63ページ／基本施策
（１）障害者の権利擁護
に関する周知啓発及び理
解と交流の促進

1

障害者や障害に対する偏見や差別を
なくすために、障害者や障害に対し
て、正しく理解してもらうための取
組をより一層推進してまります。

素案のとおりと
します。

5
市の職員に対して、視覚障害者への代読・代
筆を含む対応について、研修を実施してほし
い。

67ページ／②差別の解消
及び権利擁護のための研
修の実施

1

例年、市職員に対し、視覚障害者へ
の代読・代筆支援や配慮等に関する
研修を行っているところです。引き
続き、視覚障害者をはじめとした障
害者に対し、適切な応対ができるよ
う啓発を図ってまいります。

素案のとおりと
します。

6
障害福祉分野に携わっていない市の職員に対
して、発達障害に対する研修を実施してほし
い。

67ページ／②差別の解消
及び権利擁護のための研
修の実施

1

いただいたご意見を踏まえ、発達障
害者をはじめとした障害者に対し、
適切な応対ができるよう啓発を図っ
てまいります。

素案のとおりと
します。

7

基本目標１基本施策（３）①障害者虐待への
適切な対応、支援の実施について、緊急一時
保護については、虐待を防ぐために利用でき
るよう要件と対象者の見直しが必要。

69ページ／基本施策
（３）①障害者虐待への
適切な対応、支援の実施

1
いただいた御意見は、今後の施策を
推進していく上での参考とさせてい
ただきます。

素案のとおりと
します。

8

ライフステージを通じた切れ目のない支援に
ついて、障害児を支えるため、区ごとに、保
健、医療、療育、福祉、教育などの様々な関
係機関が連携する体制を構築していくことが
必要。

72ページ／基本施策
（１）ライフステージを
通じた切れ目のない支援

1

いただいた御意見を踏まえ、ライフ
ステージを通じた切れ目のない支援
を図るため、関係機関が相互に連携
して取組を進めてまいります。

素案のとおりと
します。

9

グループホームや生活介護等の事業所の整備
のみに注視せず、当事者の自立の促進を図る
ため、施設の状況を利用する当事者や第三者
の視点での定期的に評価できる仕組みが必
要。

75ページ／基本施策
（２）障害者の自立の助
長及びその家族の負担の
軽減のための総合的な支
援

1
いただいた御意見は、今後の施策の
参考とさせていただきます。

素案のとおりと
します。

10
短期入所を活用したいが、利用できる事業所
が少ない。もっと短期入所ができる事業者や
定員数を増やしてほしい。

75ページ／基本施策
（２）②障害福祉サービ
ス事業所等の整備の促進

5

市では、社会福祉法人等が施設を整
備する費用の一部を補助していると
ころですが、事業者へ募集の際に
は、短期入所を併設することを必須
とするなど、短期入所事業所の整備
の促進に努めてまいります。

素案のとおりと
します。

「さいたま市障害者総合支援計画（素案）」に対する意見募集結果
資料１－３
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11

精神障害を支える地域包括ケアシステムの構
築について、訪問型支援（アウトリーチ）を
含む相談体制の充実のためには、特定の機関
の訪問支援だけでは市全域での支援を実現す
ることが難しいことから、児童、高齢福祉、
精神保健福祉分野の支援者（機関）が、それ
ぞれ専門性を活かした支援を連携して実施
し、切れ目のない支援の流れを作ってほし
い。

76ページ／⑦精神障害者
を支える地域包括ケアシ
ステムの構築

5
いただいた御意見を踏まえ、関係機
関が重層的に連携して取組を進めて
まいります。

素案のとおりと
します。

12

精神障害を支える地域包括ケアシステムの構
築について、通院できない当事者のため、往
診による医療提供の体制整備と財政的な支援
が必要。

76ページ／⑦精神障害者
を支える地域包括ケアシ
ステムの構築

1
いただいた御意見は、今後の施策の
参考とさせていただきます。

素案のとおりと
します。

13

精神障害を支える地域包括ケアシステムの構
築について、家族の疲弊が当事者へ悪影響を
及ぼすこともあるため、家族に対し情報提供
を行う場や家族が分かち合いや休息のために
集える場など、家族支援を充実してほしい。

76ページ／⑦精神障害者
を支える地域包括ケアシ
ステムの構築

3

いただいた御意見を踏まえ、ご家族
の負担や不安を軽減するための支援
等についても取り組んでまいりま
す。

素案のとおりと
します。

14

精神障害を支える地域包括ケアシステムの構
築について、精神科病院の入院中から地域
へ、地域の支援から医療への導入といった双
方向でのスムーズな連携を図るため、地域
（区）ごとの連携会議や情報共有のための体
制整備が必要。

76ページ／⑦精神障害者
を支える地域包括ケアシ
ステムの構築

3

いただいた御意見を踏まえ、関係機
関が相互に連携し、地域の実情に応
じた支援体制の構築に取り組んでま
いります。

素案のとおりと
します。

15

精神科病院に入院中の当事者が自分の支援を
自己決定できるように、入院中から退院後の
地域生活のイメージにつながるようなサービ
スマップや支援プランを作成、共有する仕組
みが必要。

76ページ／⑦精神障害者
を支える地域包括ケアシ
ステムの構築

1
いただいた御意見を踏まえ、関係機
関が重層的に連携した支援体制の構
築に取り組んでまいります。

素案のとおりと
します。

16

当事者が支援を受け入れない場合、訪問頻度
を増やす等の丁寧な関係づくりが求められる
ため、人材の確保や支援者を支える仕組みづ
くりが必要。

76ページ／⑦精神障害者
を支える地域包括ケアシ
ステムの構築

1
いただいた御意見は、今後の施策を
推進していく上での参考とさせてい
ただきます。

素案のとおりと
します。

17

当事者の課題に応じ、障害、福祉、保健、医
療、児童、介護、困窮等の様々な分野での検
討の場が設けられているが、どの会議で論議
をすべきか判断が難しい課題もある。全体像
を明確にするため、行政機関が中心となって
それらの論議の場を統合していく視点が必
要。

76ページ／⑦精神障害者
を支える地域包括ケアシ
ステムの構築

1

いただいた御意見を踏まえ、関係機
関が相互に連携し、地域の実情に応
じた支援体制の構築に取り組んでま
いります。

素案のとおりと
します。

18

グループホームが不足している。また、計画
の数値目標も低いため、数値目標を見直し、
もっとグループホームの整備を促進してほし
い。

81ページ／①グループ
ホームの整備の促進

10
いただいたご意見を踏まえ、成果指
標を見直します。

素案を修正しま
す。

19

グループホームによっては、本人へのアセス
メントが不十分等の理由から、適切な支援を
提供していなところがある。それぞれのグ
ループホームの実態をしっかり把握し、適切
な指導をしてほしい。

81ページ／①グループ
ホームの整備の促進

2
いただいた御意見は、今後の施策を
推進していく上での参考とさせてい
ただきます。

素案のとおりと
します。

20
グループホームの整備は、数だけでなく、重
い障害者のニーズ分析等を行い、重度の方が
利用できるホームを整備する必要がある。

81ページ／①グループ
ホームの整備の促進

4
国庫補助金を活用し、様々な障害特
性に対応したグループホームの整備
を進めてまいります。

素案のとおりと
します。

21
グループホームを整備するにあたり、市営住
宅の空き家の活用などを検討してほしい。

81ページ／①グループ
ホームの整備の促進

1

引き続き、不動産会社等と連携し、
空き部屋や空地等を活用したグルー
プホームの整備を促進してまいりま
す。

素案のとおりと
します。

22

相談体制の充実について、地域部会は障害者
支援センター、基幹相談支援センターだけで
はなく、各区役所支援課との連携・協力体制
がないと実現は難しいため、地域性は活かし
つつ、区ごとの差がないよう、指針等を定め
ていくことが必要。

83ページ／基本施策
（４）相談支援体制の充
実

6

いただいた御意見を踏まえ、関係機
関が相互に連携し、地域の実情に応
じた支援体制の構築に取り組んでま
いります。

素案のとおりと
します。
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23
精神障害者が地域で安心して暮らせるよう、
相談する場を増やしてほしい。

83ページ／基本施策
（４）相談支援体制の充
実

1

それぞれの実情に応じた情報提供や
身近なところで相談を受けられるよ
う、各種相談窓口の充実を図ってま
いります。

素案のとおりと
します。

24

地域自立支援協議会等を中心とした相談支援
の充実について、当事者、家族への相談支援
の充実のために、児童、高齢福祉、精神保健
福祉分野等の支援者（機関）が、それぞれの
専門性を生かした支援を連携して実施し、切
れ目のない支援の流れを作る必要がある。

83ページ／①地域自立支
援協議会等を中心とした
相談支援の充実

1

保健、医療、福祉等の障害福祉分野
に関わる関係機関の相互の連携を強
化し、相談支援体制の充実を図って
まいります。

素案のとおりと
します。

25

地域自立支援協議会を中心とした相談支援の
充実について、自立支援協議会を説明したう
えで、区ごとの協議の場である地域部会につ
いての説明を追加してほしい。

83ページ／①地域自立支
援協議会等を中心とした
相談支援の充実

1
ご指摘のとおり、地域部会に関する
説明を加えるよう、素案を修正しま
す。

素案を修正しま
す。

26

障害者生活支援センターの充実について、
「体制及び人員の見直しや基幹相談支援セン
ターを中心とした機能の強化」や、「こころ
の健康センターや保健所等の関係機関との連
携を密にする」とあるが、具体的な目標や体
制がわかりにくい。

83ページ／③障害者生活
支援センターの充実

1
いただいた御意見を踏まえ、関係機
関が相互に連携し、相談支援体制の
充実を図ってまいります。

素案のとおりと
します。

27
８０５０問題に代表されるような複合的な課
題を抱える世帯に対応できる支援体制を検討
すべき。

84ページ／⑦福祉の複合
的な課題に係る相談支援
体制の充実

1

区役所福祉課内に相談支援包括化推
進員を配置し、各相談支援機関への
適切なつなぎを行うなど、複合化・
複雑化する地域生活課題の解決に向
けて、各相談支援機関の連携強化に
取り組んでまいります。

素案のとおりと
します。

28
福祉丸ごと相談センターについて、モデル事
業に留まらず、各区役所に設置することを検
討してほしい。

84ページ／⑦福祉の複合
的な課題に係る相談支援
体制の充実

1

いただいたご意見を踏まえ、福祉の
複合的な課題に係る相談支援体制の
全区拡大に向けて段階的に取り組ん
でいくこととし、素案を修正しま
す。

素案を修正しま
す。

29

福祉の複合的な課題に係る相談支援体制の充
実について、当事者、家族への適切な支援提
供のために、福祉丸ごと相談センターは、こ
れからの相談機関であり、動いてみてわかる
ことも多いため、長期で評価していく視点が
必要。

84ページ／⑦福祉の複合
的な課題に係る相談支援
体制の充実

1
いただいた御意見は、今後の施策を
推進していく上での参考とさせてい
ただきます。

素案のとおりと
します。

30

訪問系サービス事業所、グループホーム、相
談支援事業所等、障害福祉分野に関わる人材
が不足している。市独自の補助を行うなど、
人材を確保するための施策を行ってほしい。

86ページ／①障害福祉分
野に関わる人材確保・職
場定着支援

6

障害福祉サービス事業所等と連携
し、障害福祉の魅力を発信する就職
面談会を実施するなど、障害福祉分
野に関わる人材の確保に努めてまい
ります。

素案のとおりと
します。

31
就職面談会の来場者数目標値が低いように思
う。障害福祉分野に関わる人材は大変不足し
ているため、市が積極的に関わってほしい。

86ページ／①障害福祉分
野に関わる人材確保・職
場定着支援

2

成果指標につきましては、他団体の
実績を考慮し設定しているところで
す。いただいた御意見は、今後の施
策推進の参考とさせていただきま
す。

素案のとおりと
します。

32
特別支援教育に関する教職員研修の実施につ
いて、継続的な研修体制を構築してほしい。

87ページ／⑦特別支援教
育に関する教職員研修の
実施

1
研修等を通じ、障害の特性に応じた
適切な指導の充実を図ってまいりま
す。

素案のとおりと
します。

33
地域のネットワークを活用した人材育成につ
いて、市内全区にひろげてほしい。

88ページ／⑨地域のネッ
トワークを活用した人材
育成

1
いただいた御意見は、今後の施策を
推進していく上での参考とさせてい
ただきます。

素案のとおりと
します。

34
他の人とのコミュニケーションを取る機会が
少ないため、そのような場を作ってほしい。

90ページ／基本目標３自
立と社会参加の仕組みづ
くり

2

障害のあるなしにかかわらず、社会
の様々な分野に参加し、互いに交流
することができるよう、それぞれの
障害特性に応じたコミュニケーショ
ン支援の充実に努めます。

素案のとおりと
します。

35
視覚障害者がICT技術を利用出来るように、民
間企業と連携するなど、訓練の促進を図る施
策を進めてほしい。

90ページ／基本施策
（１）情報アクセシビリ
ティの向上及び意思疎通
支援の充実

1
いただいた御意見は、今後の施策を
推進していく上での参考とさせてい
ただきます。

素案のとおりと
します。
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36
将来的に、視覚障害者情報提供施設の開設を
検討してほしい。

90ページ／基本施策
（１）情報アクセシビリ
ティの向上及び意思疎通
支援の充実

1

施設整備にあたっては、社会福祉施
設等施設整備費国庫補助金を活用し
て、民間法人による整備を行ってお
り、まずは、グループホームや障害
福祉サービス事業所等から整備を
行っております。

素案のとおりと
します。

37

障害者福祉ガイドブックについて、単に紙の
情報を電子化するだけではなく、必要な情報
を検索できるようにするなどデジタル化のメ
リットを活用できるようにしてほしい。

90ページ／①障害者等に
配慮した情報提供

1

障害福祉ガイドブックについては、
様々な障害特性に配慮したわかりや
すいものとするよう努めてまいりま
す。

素案のとおりと
します。

38

選挙時の情報提供について、視覚障害者向け
に音声版等が制作されていることや入手方法
等について、市報やホームページ等でしっか
り周知してほしい。また、各候補者に対し、
視覚障害者に対する情報保障として音声版等
による広報について理解いただけるよう、よ
り積極的に働きかけてほしい。

91ページ／④選挙時の情
報提供

1

いただいご意見のとおり、視覚障害
者向けに音声版等が制作されている
ことや入手方法等について、市報や
ホームページ等で周知を図るととも
に、各候補者に対し、視覚障害者を
はじめとした障害のある方への情報
保障について理解いただけるよう、
より積極的に働きかけてまいりま
す。

素案のとおりと
します。

39

障害者総合支援センターを拠点とした就労支
援の充実について、どの窓口に相談しても、
リハビリ機関やハローワーク、スキル訓練な
どを行う民間事業者の紹介など、適切な情報
が得られるように連携の仕組みを構築してほ
しい。また、成果指標については、相談者へ
のアンケートなどによる評価できる指標とし
てほしい。

93ページ／①障害者総合
支援センターを拠点とし
た就労支援の充実

1

引き続き、関係機関が連携し、それ
ぞれの障害特性に応じた、適切な情
報発信や支援機関につなぐなどの支
援に取り組んでまいります。

素案のとおりと
します。

40

障害者総合支援センターを拠点とした就労支
援の充実の成果指標「企業開拓により、事業
者が新規に障害者雇用を始めた件数」につい
て、目標値の見直しを含め、もっと障害者の
働く場を増やすよう努めてほしい。

93ページ／①障害者総合
支援センターを拠点とし
た就労支援の充実

1

ハローワークや埼玉県障害者雇用総
合サポートセンターなどの関係機関
と連携し、障害者雇用の実績のない
民間事業者を訪問し、障害特性に応
じた適切な支援や配慮等について理
解をいただくことで、より多くの事
業者の障害者雇用に結びつけてまい
ります。

素案のとおりと
します。

41
バリアフリー化の推進について、ハード面だ
けでなく、体験型の教室を実施するなど、ソ
フト面に関する施策を行ってほしい。

96ページ／③バリアフ
リー化の推進

1

ご指摘のとおり、ハード面の整備を
行うだけでなく、バリアフリー体験
等を通じ、支え合いの心を醸成する
ことで、誰もが安心して快適に活動
できるまちづくりを推進していくこ
ととし、素案を修正します。

素案を修正しま
す。

42
小さな事業所では送迎を行うことが難しい。
複数の事業所でグループを組み、送迎を行う
ことができるよう検討してほしい。

99ページ／基本施策
（４）外出や移動の支援

1
いただいた御意見は、今後の施策の
参考とさせていただきます。

素案のとおりと
します。

43
外出や移動の支援について、移動支援や生活
サポートについては、単価が低く、対応する
事業所が少ない。

99ページ／①外出が困難
な障害者（児）に対する
社会参加の促進

1

社会生活上必要不可欠な外出や余暇
活動等の社会参加のために、移動介
護を行う事業への参入していただけ
るよう、事業所等に対し広く周知啓
発を図ってまいります。

素案のとおりと
します。

44
外出や移動の支援について、提供を市民税課
税（収入有り）を理由とした,福祉タクシー券
の助成の制限はやめてほしい。

99ページ／②福祉タク
シー利用料金助成事業、
自動車燃料費助成事業の
実施

1
いただいた御意見は、今後の施策の
参考とさせていただきます。

素案のとおりと
します。

45

防災対策の推進について、令和元年度台風19
号による被害、新型コロナウイルス感染症対
策等を踏まえ、大規模災害を想定した日常の
連携体制づくりなどを早急に進めることが必
要。

104ページ／基本施策
（１）防災対策の推進

3

コロナ禍での災害対策については、
分散避難の呼びかけや、避難所にお
ける感染症対策のためのマニュアル
作成、衛生用品の配備等により対応
しております。
引き続き、関係機関と連携し、防災
対策を推進してまいります。

素案のとおりと
します。
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46
避難所に、障害を持った人のスペースを確保
することを追加してほしい。

104ページ／基本施策
（１）防災対策の推進

1

一般の指定避難所においては、要配
慮者専用のスペースを確保するよ
う、平時から各施設と協議を行って
いるほか、障害特性ごとに配慮すべ
き事項について、避難所運営マニュ
アルへ具体的に記載し、周知してお
ります。

素案のとおりと
します。

47
福祉避難所の機能の強化について、開設・図
上訓練を実施するだけでなく、当事者避難訓
練の実施が必要。

104ページ／②要配慮者
の避難支援対策の推進

1

福祉避難所につきましては、災害時
に必要に応じて開設する二次避難所
として、適切な訓練を実施してまい
ります。

素案のとおりと
します。

48

避難行動要支援者名簿の活用については、担
当課だけではなく、庁内の関係する部署や民
間の支援事業所などとの連携が図られるよう
な体制づくりが必要。

105ページ／③避難行動
要支援者名簿の活用

1

避難行動要支援者名簿については、
避難支援等関係者（自治会、民生委
員、自主防災組織など）のみに配布
しているところです。いただいたご
意見は、今後の施策の参考とさせて
いただきます。

素案のとおりと
します。

49

精神障害者にも対応した地域包括ケアシステ
ムの構築を推進していくにあたり、精神病床
からの退院率等を数値目標とするのは、適切
であったのか検証を行い、次期計画では適切
な目標値としてほしい。

110ページ／精神障害者
を支える地域包括ケアシ
ステムの構築

2

いただいたご意見を踏まえ、モデル
事業として行っている訪問支援（ア
ウトリーチ）事業を通じて蓄積した
手法を活かし、各関係機関等との重
層的な連携による支援体制の構築を
図っていくこととし、素案を修正い
たします。

素案を修正しま
す。

50
地域生活支援拠点について検討する場・単位
として、地域部会を位置付けてほしい。

111ページ／（３）地域
生活支援拠点等が有する
機能の充実

1
地域生活支援拠点について、地域の
実情や課題等を検討する場として、
地域部会等を活用してまいります。

素案のとおりと
します。

51

福祉施設から一般就労への移行等について、
就労定着支援事業の利用割合が「７割」とい
う数値目標になっているが、割合ではなく、
事業所数を目標にしたほうがよいのではない
か。

112ページ／（４）福祉
施設から一般就労への移
行等

1

就労移行支援事業所等の数は、都度
変動していることから、事業所数を
目標値とするのではなく、国の基本
指針に基づき割合を目標としている
ところです。

素案のとおりと
します。

52

訪問系サービス事業所等において、人員が不
足しているため、適切なサービスを受けるこ
とができない。市独自の補助を行うなど、
もっと人員、事業所を増やしてほしい。

117ページ／２訪問系
サービスの見込量と確保
のための方策

2
いただいた御意見は、今後の施策を
推進していく上での参考とさせてい
ただきます。

素案のとおりと
します。

53

訪問系サービスの見込量と確保のための方策
について、支援学校卒業後に利用できるサー
ビスを増やしてほしい。特に、生活サポート
などの平日夕方（通所後）や送迎付きの土日
に過ごせる事業所を増やしてほしい。

117ページ／２訪問系
サービスの見込量と確保
のための方策

2
いただいた御意見は、今後の施策を
推進していく上での参考とさせてい
ただきます。

素案のとおりと
します。

54

訪問系サービスの見込み量と確保のための方
策について、外出や移動に困難を抱えている
障害児者の社会促進を進めるために、事業所
の参入だけではなく、対象者や対象となる支
援の拡充が必要。

117ページ／２訪問系
サービスの見込量と確保
のための方策

2

いただいたご意見は、二十一大都市
心身障害者（児）福祉主管課長会議
などを通じ、国に対し要望を行う際
の参考にさせていただきます。

素案のとおりと
します。

55
５０代～６０代の身体障害者向けの、日中活
動先がないため、共生型も含めて、整備、推
進してほしい。

119ページ／３日中活動
系サービスの見込量と確
保のための方策

1
いただいた御意見は、今後の施策を
推進していく上での参考とさせてい
ただきます。

素案のとおりと
します。

56

居住系サービスの見込み量と確保のための方
策について、各グループホームの支援の実態
把握を行うには、監査指導課だけではなく、
障害支援課や区役所支援課など含め、チーム
で行う体制が必要。

123ページ／４居住系
サービスの見込量と確保
のための方策

1
いただいた御意見は、今後の施策を
推進していく上での参考とさせてい
ただきます。

素案のとおりと
します。

57
相談支援専門員について、県の初任者研修の
定員が少ないため、県と連携や、市独自で研
修枠を増やすなどの対応が必要。

125ページ／５相談支援
サービスの見込量と確保
のための方策

1

いただいた御意見を踏まえ、研修の
定員数を増やしていただけるよう埼
玉県に働きかけるなど、必要に応じ
て研修を受講できるよう努めてまい
ります。

素案のとおりと
します。
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58

相談支援サービスの見込み量と確保のための
方策について、計画相談（成人）・障害児相
談は年々増加しているが、指定相談事業所及
び相談支援専門員は増えていないため、支援
者の負担軽減と支援の質の低下を防ぐため
に、相談支援専門員の必要数と確保方策につ
いて記載してほしい。

125ページ／５相談支援
サービスの見込量と確保
のための方策

2

国の基本指針に則り、相談支援サー
ビスの見込み量と確保のための方策
を記載しており、相談支援専門員に
ついて記載することは難しい状況で
す。

素案のとおりと
します。

59

相談事業所は一人だけで運営されているとこ
ろも多く、より細やかな支援が必要となる。
基幹センターだけでなく、市など関係機関が
連携する必要がある。

125ページ／５相談支援
サービスの見込量と確保
のための方策

1
いただいた御意見は、今後の施策を
推進していく上での参考とさせてい
ただきます。

素案のとおりと
します。

60

相談支援サービスの実績について、現行計画
での見込に対し、計画相談は１２２％、定着
支援は１８０％の実績率となっており、次期
計画では適正な見込量を設定するべき。

125ページ／５相談支援
サービスの見込量と確保
のための方策

1

相談支援サービスの見込量につきま
しては、過去の利用実績からの伸び
率やニーズ等を考慮し、設定してい
るところです。

素案のとおりと
します。

61
保育所等訪問支援について、見込量を見直し
てほしい。

127ページ／④保育所等
訪問支援

1

保育所等訪問支援の見込量につきま
しては、過去の利用実績からの伸び
率やニーズ等を考慮し、設定してい
るところです。

素案のとおりと
します。

62

保育所等訪問支援について、対象者一人あた
りの派遣回数が年１～２回程度と少ないが、
訪問支援員数が不足しているからではないの
か。早期発見、早期療育に重要な役割をであ
るため、必要な支援を受けることができるよ
う、体制を整備してほしい。

127ページ／④保育所等
訪問支援

1
いただいた御意見は、今後の施策の
参考とさせていただきます。

素案のとおりと
します。

63
医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整
するコーディネーターの配置について、各
区・全市の連携体制の整備が必要。

127ページ／⑧ 医療的ケ
ア児に対する関連分野の
支援を調整するコーディ
ネーターの配置

1

医療的ケア児に対する支援につきま
しては、関係機関との連携を強化
し、総合的な支援体制の構築に努め
てまいります。

素案のとおりと
します。

64
医療ケア児コーディネーターについて、研修
後のフォロー体制が必要。

127ページ／⑧ 医療的ケ
ア児に対する関連分野の
支援を調整するコーディ
ネーターの配置

1
いただいた御意見は、今後の施策を
推進していく上での参考とさせてい
ただきます。

素案のとおりと
します。

65
医療ケア児者、家族等の実態を把握し、必要
な施策を計画に掲載してほしい。

127ページ／⑧ 医療的ケ
ア児に対する関連分野の
支援を調整するコーディ
ネーターの配置

1

医療的ケア児の支援につきまして
は、令和元年度に実態調査を行い、
地域自立支援協議会等の場を活用
し、課題等について検討していると
ころです。引き続き、関係機関との
連携を強化し、医療的ケア児に対す
る支援体制の充実を図ってまいりま
す。

素案のとおりと
します。

66

第３章第６期障害福祉計画及び第２期障害児
福祉計画に、「高次脳機能障害者等に対する
支援の見込量と確保のための方策」に関する
内容を掲載してほしい。

第６期障害福祉計画及び
第２期障害児福祉計画

1

第３章第６期障害福祉計画及び第２
期障害児福祉計画につきましては、
国の基本指針に基づき数値目標や障
害福祉サービスの見込量などを設定
しているところあり、掲載すること
は難しい状況です。

素案のとおりと
します。

67
高次脳機能障害者について、当事者及び家族
等に対する新たな支援策を計画に盛り込んで
ほしい。

高次脳機能障害者につい
て

5
いただいたご意見を踏まえ、素案を
修正いたします。

素案を修正しま
す。

68
コロナ禍における新しい生活様式が求められ
る中で、変化に対応するための新しい支援策
を追加してほしい。

- 1

ご指摘いただいた件につきまして
は、重要な課題として認識してお
り、第１章の１計画の概要の（４）
計画策定の視点のとおり、素案を修
正し、全ての事業において、必要に
応じた配慮や支援を講じるなど、柔
軟かつ適切な施策の推進してまいり
ます。

素案を修正しま
す。
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69
コロナ禍における新しい生活様式が求められ
る中で、ＩＣＴ、オンラインを活用した各種
相談・申請体制を整備してほしい。

- 1
いただいた御意見は、今後の施策の
参考とさせていただきます。

今後の施策の参
考とします。

70

グループホームや入所施設等の利用者は、新
型コロナウイルスに感染しても自宅に帰るこ
とができない方が多く、新型コロナウイルス
に感染していない利用者や支援者を守るた
め、ゾーニングを行わなければならないが、
施設等の規模が小さいこと等の理由からゾー
ニングを行うことが難しい。今後の課題とし
て対策を講じてほしい。

- 1
いただいた御意見は、今後の施策の
参考とさせていただきます。

今後の施策の参
考とします。

71
相談支援事業所等だけでは対応できないた
め、区役所支援課の人員を増やし、ケース
ワーカーの養成に力を入れる必要がある。

- 1
いただいた御意見は、今後の施策の
参考とさせていただきます。

今後の施策の参
考とします。

72

障害福祉サービスは、介護保険と比べてサー
ビスが少なく、厳しい状況であり、介護保険
施設が共生型サービスに参入できるような調
整が必要。

- 2
いただいた御意見は、今後の施策を
推進していく上での参考とさせてい
ただきます。

今後の施策の参
考とします。

■　集計結果

31名

72件

122件

8件

意 見 提 出 者 数

意 見 件 数

修 正 項 目 数

意 見 項 目 数

7/7


